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１【提出理由】

当社は、2026年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年６月26日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

（1） 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金37円　総額2,164,111,796円

（2） 効力発生日

2026年６月29日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

（1） 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　　9,000,000,000円

（2） 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　　9,000,000,000円

 
第２号議案　取締役９名選任の件

金綱一男、髙見克司、高橋苗樹、金綱康人、木津進、大川良生、高橋真司、鈴木達也及び大嶋幸児の９氏を取

締役に選任するものであります。

 
第３号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

2025年９月に取締役を辞任し、2025年10月に逝去されました故鈴木政幸氏に対し、その在任中の労に報いるた

め、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
剰余金の処分の件

484,079 12,861 5,354 (注)１ 可決 96.10

第２号議案
取締役９名選任の件

   

(注)２

  

金綱　一男 434,499 67,788 ― 可決 86.26

髙見　克司 400,530 101,759 ― 可決 79.51

高橋　苗樹 494,807 7,485 ― 可決 98.23

金綱　康人 494,769 7,523 ― 可決 98.22

木津　進 494,825 7,467 ― 可決 98.23

大川　良生 500,909 1,383 ― 可決 99.44

高橋　真司 472,313 29,977 ― 可決 93.76

鈴木　達也 495,135 7,158 ― 可決 98.29

大嶋　幸児 495,181 7,112 ― 可決 98.30

第３号議案
退任取締役に対する
退職慰労金贈呈の件

394,352 102,588 5,354 (注)１ 可決 78.29

 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。

EDINET提出書類

新日本建設株式会社(E00221)

臨時報告書

3/3


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

